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消費者庁次

「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」の一部改正について

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成 23年厚生労働省令第76号)及び食

品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成 23年厚生労働省告示第 203号)が

本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和 23年厚生省令第 23号)及び食品、

添加物等の規格基準(昭和 34年厚生省告示第 370号)の一部が改正されたところであ

るが、これに伴い、 「食品衛生法に基づく添加物の表示等についてJ (平成 22年 10月

2 0日付け消食表第 377号消費者庁次長通知。以下「次長通知」という。)の一部を別

紙新旧対照表のとおり改正したので、関係者に対する周知をお願いする。

なお、改正後の次長通知全文を別添のとおり添付する。



(~IJ *10 食品衛生法に基づく添加物の表示等について(新旧対照表)

己主E工E 守麦 〈来斤〉

日IJ紙 4

各一括名の定義及びその添加物の範囲

1~6 略)

7 香料

( 1 ) 、(2 )略)

( 3 ) 添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。

(絡)

サリチル酸メチル

2. 3ージエチルー 5ーメチルピラジン

シクロヘキシルプロピオン酸アリル

(略)

フェニル酢酸エチル

2- (3ーフェニルプロピル)ピリジン

フヱネチルアミン

(略)

6ーメチルキノリン

5-メチル-6. 7-ジヒド口 -5Hーシクロペンタピラジン

メチル β ナフチルケトン

(略)

8 ~ 1 5 略)

己免工E 甫訂 ( I日〉

完IJ紙 4

各一括名の定義及びその添加物の範囲

1~6 路)

7 香料

( 1 )、 (2)略)

( 3 ) 添加物の範間 以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。

(路)

サリチル酸メチル

シクロヘキシルプロピオン酸アリル

(略)

フェニル酢酸エチル

フェネチルアミン

(略)

6ーメチルキノリン

メチル βーナフチルケトン

(絡)

8 ~ 1 5 略)




